
厚生労働省　政策別コスト情報に関する調書　様式２－１

政策：3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備することにかかるコストの状況

(労働保険特別会計労災勘定、徴収勘定、雇用勘定、東日本大震災復興特別会計都道府県労働局)

１．政策にかかるコスト　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,139,167            百万円 (単位：百万円）

人件費
賞与引当金繰入

額
退職給付引当金

繰入額
労災保険給付費 労災援護給付費 保険料返還金

石綿健康被害救
済事業交付金

補助金等 委託費等
独立行政法人運

営費交付金

38,751                35,034                2,442                  1,274                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

503                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

3,415                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

1,096,497            ( - )                    ( - )                    ( - )                    742,751              101,523              30,581                8,454                  41,068                20,897                10,399                

3,280                  ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        -                        -                        1,797                  476                    -                        

17,903                ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        -                        -                        6,874                  6,514                  2,014                  

1,003,842            ( - )                    ( - )                    ( - )                    742,751              101,523              -                        -                        24,072                12,737                7,144                  

9,176                  ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        -                        -                        8,296                  140                    377                    

1,356                  ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        -                        -                        13                      405                    627                    

1,769                  ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        -                        -                        13                      44                      235                    

59,168                ( - )                    ( - )                    ( - )                    -                        -                        30,581                8,454                  -                        578                    -                        

1,139,167            35,034                2,442                  1,274                  742,751              101,523              30,581                8,454                  41,068                20,897                10,399                

(単位：百万円）

庁費等 その他の経費 減価償却費
責任準備金繰入

額
貸倒引当金繰入

額
資産処分損益

（参　考）
決算額

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

0                        -                        863                    -                        -                        △ 360                -                        

-                        -                        3,415                  -                        -                        -                        -                        

21,670                24,073                2,880                  86,622                5,015                  557                    4,056,471            

162                    843                    -                        -                        -                        -                        3,280                  

1,020                  858                    631                    -                        -                        △ 10                  17,351                

14,567                8,460                  399                    86,622                5,020                  542                    952,673              

76                      284                    -                        -                        -                        -                        8,928                  

74                      237                    -                        -                        -                        -                        1,108                  

85                      1,391                  -                        -                        -                        -                        1,521                  

5,683                  11,998                1,849                  -                        △ 4                   25                      3,071,607            

21,670                24,073                7,159                  86,622                5,015                  197                    -                        

1,002,250            百万円

当該政策にかかる自己収入については、 労働保険特別会計の雇用保険料等34,981百万円。

　 　　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　 労働保険特別会計の労災保険料等958,719百万円。

　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　労働保険特別会計の拠出金収入8,549百万円。

（１）労働条件の確保・改善を図ること

（２）安全・安心な職場づくりを推進すること

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

(参考）　　　自己収入

（６）個別労働紛争の解決の促進を図ること

（７）労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図る
こと

（３）労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとと
もに、その社会復帰の促進等を図ること

（４）勤労者生活の充実を図ること

（５）安定した労使関係等の形成を促進すること

（１）労働条件の確保・改善を図ること

（２）安全・安心な職場づくりを推進すること

（３）労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとと
もに、その社会復帰の促進等を図ること

（４）勤労者生活の充実を図ること

（５）安定した労使関係等の形成を促進すること

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

Ⅲ 事業コスト

（６）個別労働紛争の解決の促進を図ること

（７）労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図る
こと

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

（所管：厚生労働省、一般会計、組織：厚生労働本省、担当部局：労働基準局、年金局、政策統括官、組織：都道府県労働局、担当部局：都道府県労働局、組織：中央労働委員
会、担当部局：中央労働委員会)

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）



２．政策にかかるストック情報（主な資産等） (単位：百万円）

ストック内訳

未収金 未収収益 前払費用 貸倒引当金 土地 立木竹 建物 工作物 物品 無形固定資産

2,349                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,322                  26                      

55,826                -                        -                        -                        -                        12,085                13                      35,670                8,056                  -                        -                        

11,186                -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1,319                  

△ 7,693,865        43,249                32,705                8                        △ 21,479            22,077                237                    -                        -                        -                        10,690                

6,535                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2,829                  169                    0                        1                        △ 59                  -                        -                        -                        -                        340                    3,511                  

△ 7,615,139        43,418                32,705                10                      △ 21,539            34,163                251                    35,670                8,056                  2,663                  15,547                

(単位：百万円）

ストック内訳

出資金 未払金 支払備金 未経過保険料 責任準備金 その他の債務等

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

9,867                  -                        -                        -                        -                        -                        

164,962              -                        △ 176,119          △ 20,588            △ 7,749,611        -                        

6,535                  -                        -                        -                        -                        -                        

-                        △ 1,117             -                        -                        -                        △ 17                  

181,365              △ 1,117             △ 176,119          △ 20,588            △ 7,749,611        △ 17                  

※「物にかかるコスト」及び「庁舎等」の区分に当てはめられている「物品」・「無形固定資産」、「土地」・「立木竹」及び「建物」・「工作物」は、特定の政策に結びつけることが困難なため、定員数により、当該政策に配分を行っている。

３．参考情報

（１）当該政策に関連するコストの状況

①当該政策に配分された官房経費等の額
(単位：百万円）

Ⅰ　人にかかるコスト 2,145                  

Ⅱ　物にかかるコスト（庁舎等を含む。） 1,792                  

Ⅲ　その他事業コスト -                        

3,938                  

②当該政策に配分された当年度の公債にかかる利払費
(単位：百万円）

利払費 33,838                

・省庁別財務書類の公債関連情報として記載されている利払費が、一般会計における政策ごとの「政策にかかるコスト」と「当該政策に配分された　官房経費等」を合算したコストを基準として当該政策に配分された場合の額である。

（２）政策の概要

労働条件の確保・改善を図ること、安全・安心な職場づくりの推進、労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること、勤労者生活の充実を図ること、

安定した労使関係等の形成の促進、個別労働紛争の解決を図ること、労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること。

（３）共通経費配分の方法

「人にかかるコスト」、「物にかかるコスト」及び「庁舎等」については、定員数による配分を行っている。また、本省に一括して計上されている一部の人件費については、定員数により地方局・外局へ配分を行っている。

（４）その他

なし。

物にかかるコスト

庁舎等

（７）労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

合　　　計

（４）勤労者生活の充実を図ること

（３）労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うととも
に、その社会復帰の促進等を図ること

区　　　　分

（２）安全・安心な職場づくりを推進すること

備　考

物にかかるコスト

庁舎等

合　　　計

（３）労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うととも
に、その社会復帰の促進等を図ること

（４）勤労者生活の充実を図ること

（７）労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

合　　　計

区　　　　分

（２）安全・安心な職場づくりを推進すること


